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大和市の市外局番は「046」です。

募　集

勝頼公軍団参加者を募集
☎（260）5799　大和市イベント観光協会
4/27（日）に友好都市の山梨県甲州市（旧
大和村）で開催される「第60回甲州市ふる
さと武田勝頼公まつり」の勝頼公軍団参
加者を募集 対 18歳以上の市内在住・在勤
者 定男性若干名（北条氏政公役、旗持役、
武者役）、女性若干名（武者役）（いずれも
定員を超えた場合は抽選）申 3/13（木）ま
でに直接または電話でシリウス2階同協
会へ（月曜日、祝日を除く）。※当日は大
和駅からバスで送迎。衣装は貸与。※市
の所管はイベント観光課。

お知らせ

3月は自殺対策強化月間です
☎（260）5667　障がい福祉課
自殺の原因は、健康・経済問題、家族・
学校・職場の人間関係など、さまざまな
要因が複雑に関係しています。心がつら
いときには、誰かに助けを求めることが
大切です。自身や周りの人が悩んでいた
ら、ぜひ相談してください／大和市民自
殺防止相談電話☎（260）5674▶月～金
曜日8：30～17：00（祝日、年末年始を除
く）／かながわこころの情報サイト▶生
きづらさやストレスを感じている人に向
けて、さまざまな情報を発信しています。
誰にも相談できない悩みやどこに相談し
てよいか分からず、一人で抱え込んでし
まう人に対して、さまざまな窓
口があるので、ぜひご利用くだ
さい。

確定申告書等の提出・納税は
お早めに
☎（262）9411　大和税務署
申告書は早めに作成し、電子申告（e

イータックス

-Tax）
で送信または郵送で〒242-8567中央5-
14-22大和税務署へ／所得税（復興特別
所得税を含む。以下同じ）・贈与税の申告

と納税▶3/17（月）まで／消費税（地方消
費税を含む。以下同じ）（個人事業者）の申
告と納税▶3/31（月）まで。※申告期限を
過ぎると延滞税や加算税の納付が必要に
なる場合があります。※簡単で便利な振
替納税をご利用ください。スマホアプリ
決済も可能です。詳しくは国税庁のホー
ムページ「スマホアプリ納付の手続」をご
確認ください。※スマホアプリで納付で
きる金額は30万円以下です／確定申告分
振替納付日▶所得税：4/23（水）、消費税
（個人事業者）：4/30（水）。

バイクや軽自動車の廃車手続き
などは3月中に
☎（260）5231　市民税課
軽自動車税（種別割）は、毎年4/1を基準
に所有者に課税されます。廃車、名義変
更、住所変更をした人は4/1（火）までに手
続きをお願いします。※盗難に遭った場
合は警察へ届け出た後、手続きをしてく
ださい 申原動機付自転車（125cc以下）、
小型特殊自動車（フォークリフト、耕運機
など）は市役所市民税課へ要問い合わせ。
詳しくは市のホームページをごらんくだ
さい 問 125ccを超える二輪車▶神奈川運
輸支局相模自動車検査登録事務所☎050
（5540）2037／三輪・四輪（660cc以下）
の軽自動車▶軽自動車検査協会神奈川事
務所相模支所☎050（3816）3120。

4月から下水道使用料を改定
☎（260）5720　下水道経営課
市は、4/1（火）に下水道使用料を改定しま
す。汚水を処理するための費用は、その
すべてを下水道使用料で賄うこととされ
ています。しかしながら現状では、不足
分を市税で補てんしている状況で、これ
を解消するため、同使用料を改定するこ
ととしました。この改定で、標準的な一
般家庭の1か月の平均使用量である20立

方㍍の水を使用した場合、同使用料は税
込みで2,292円から2,825円に増えるこ
とになります。ご理解をお願いします 問

下水道使用料の減免および徴収猶予の相
談▶同課☎（260）5468。

令和7年度
福祉タクシー利用券の申請
☎（260）5665　障がい福祉課
対身体障害者手帳の上肢・内部障害1級、
下肢・体幹・視覚障害1・2級、療育手帳
A1・A2、IQ35以下および精神障害者保
健福祉手帳1級に該当する市内在住者（自
動車税の減免や自動車燃料費の助成を受
けている人、施設に入所している人を除
く）持身体障害者手帳、療育手帳または精
神障害者保健福祉手帳、窓口で手続きを
する人の印鑑 申 4/1（火）から直接保健福
祉センター障がい福祉課へ（土・日曜日、
祝日を除く8：30～12：00・13：00～17：
00）。※代理申請も可。なお、4月第1・
2週は窓口が大変混み合います。

盛土規制法に基づく規制に
ついて
☎（260）5430　街づくり計画課
県は4/1（火）から宅地造成及び特定盛土
等規制法（通称：盛土規制法）に基づく規制
を開始します。詳しくは県のホームペー
ジをごらんください 問県県土
整備局砂防課☎045（210）65
11。

令和7年度土地価格等縦覧帳簿
および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
☎（260）5238　資産税課
令和7年度の固定資産税の納税者は、標記
の帳簿を縦覧することで、所有する資産
の課税台帳に登録された価格と市内のほ
かの土地または家屋の価格を比較できま
す 日 4/1（火）～6/2（月）8：30～12：00・

13：00～17：00（土・日曜日、祝日を除
く）場市役所資産税課 持マイナンバーカー
ドなど、公的機関が発行する顔写真付き
の本人確認書類（代理人の場合は委任状
も）。

市民環境調査の結果を公表
☎（260）5493　環境総務課
市内の環境の変化などを知るために、市
民環境調査員などの協力を得て実施して
いる「セミのぬけがら調査」。今年度の調
査結果を市のホームページで公表してい
ますので、ごらんください。

引っ越し時に出るごみの処分の
手配はお早めに
☎（269）1511　廃棄物対策課
☎（260）5498　生活環境保全課
引っ越しで不要になる家具や家電製品な
どの粗大ごみは、早めに処分の手配をし
てください。家電製品のうちテレビ、冷
蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類
乾燥機、パソコンは、家電リサイクル法
などの対象となるため、市では処分でき
ません。購入した店舗などに相談するか、
処分先が分からない場合は、廃棄物対策
課へお問い合わせください。まだ使える
粗大ごみは、不用品をリユースできる「ジ
モティー」の活用もご検討ください。ま
た、年度末は不法投棄が増加する時期で
す。不法投棄を見掛けたら、日時、場所、
投棄された物、投棄した人の車の車種・
色・ナンバーなどを大和警察署☎（261）
0110または市役所生活環境保全課へお
知らせください。

障がい児（者）に関する
各種手当を支給
☎（260）5665　障がい福祉課
いずれも障害者手帳を取得していない人
や外国籍の人も対象になる場合がありま
す。また、所得制限があります。詳しく
はお問い合わせください／特別児童扶養
手当▶ 対中～重度の身体、精神または知
的障がいがある20歳未満の人を家庭で養
育している父母または養育者／障害児福
祉手当・特別障害者手当▶ 対日常生活で
常時特別の介護を必要とする在宅の重度
の障がい児（者）。

高齢者や障がい者などの
外出サービス
☎（260）5665　障がい福祉課
外出が難しい高齢者や障がい者などを対
象に、車両による外出介助サービスを実
施しています。目的地への送迎や車の乗
り降りの介助などをする有償の移送サー
ビスで、利用には会員登録が必要です。登
録方法など詳しくは、各法人に直接お問
い合わせください 問大和市腎友会☎（27
6）7531、たんぽぽ☎（219）0764、ケア
びーくる☎（274）8288。

広域連携の力で持続可能な水道へ
県営水道がリーフレットを作成
県営水道は、人口減少に伴う水需要の減
少や老朽化した水道施設の大規模更新な
どの課題に対応し、これからも安定的に
水道水を届けるため、県内の水道5事業
者で連携して、将来に向けた持続可能な
水道を目指します。今回、この取り組み
を紹介するリーフレットを作成しました。
ぜひごらんください 問県企業
庁企業局計画課☎045（210）
7254。
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☎（260）5799　大和市イベント観光協会
第15回ショートフィルムコンペティショ
ン入選作品の上映会と授賞式を開催。授
賞式では審査員として、市内在住の映画
監督・宮崎大祐氏が講評します。また、
昨年受賞者の作品、プロの映画監督が制
作した短編映画も上映 日 3/16（日）13：
00～16：00 場シリウス内サブホール 申

不要。※市の所管はイベント観光課。

※今号の「情報のページ」は17～14㌻です。

情 報
のページ

皆さんの温かい心をありがとう
ございました。 （敬称略）

◆市への寄附2,072万1,000円
（このうち返礼品の贈呈を伴うもの503件・1,907万1,000円）

問 ☎（260）5302　政策総務課（寄附の詳細は、各担当課をご案内します）
奨学金給付に関する事業へ◇匿名1件／防災の推進及び消防体制の充実に関する事
業へ◇匿名1件／保健福祉の充実に関する事業へ◇大和市グラウンド・ゴルフ協
会、（一社）相模カンツリー倶

ク ラ ブ

楽部理事長　古市滋
しげる

、匿名2件／国際化推進に関する事
業へ◇橋本吉

よしのぶ

宣／生涯学習の振興に関する事業へ◇鈴田ユリ子／その他目的達成の
ために市長が必要と認める事業へ◇武田茂、匿名2件。

◆大和市社会福祉協議会への寄附金88万2,427円、寄託品116件
（このうち手作り品収入22件・20万8,694円）

問 ☎（260）5633　同協議会総務課
社会福祉のために◇藤田勉、（有）太田屋、常泉寺、大和自動車学校、ラ・カンパニュ
ラ、大和市腎友会、（株）ししくらセレモニー、田邉潤、（株）ティーエスイー、少林寺
拳法連盟神奈川大和道院、匿名5件／障がい者福祉のために◇鈴木トシ子、岡田稔、
匿名2件／交通遺児基金のために◇（一社）神奈川県トラック協会県央ブロック、匿
名2件／指定寄附◇大同工業（株）、グリーンポンプサービス（株）、匿名2件／その他
◇手作りボランティアとの協働（大和市交通事故撲滅大作戦、南林間たすけあいセン
ター、イオンモール大和フードドライブ、鶴間駅前郵便局、南林間六郵便局、南大
和郵便局、相模大塚駅前郵便局、上草柳郵便局、柳橋郵便局、下鶴間郵便局、大和
YMCAライフサポートセンター、マツバ、たすけ愛しもつるま、ワークスケア千本
桜、セブン-イレブン大和東1丁目店、ここさぽ、大和自動車学校、（有）太田屋、セ
ブン-イレブン大和鶴間1丁目店、市社協）。

12/1～31 　善　意　の　心

①国民健康保険税 10期
問市役所収納課☎（260）5241～3。
②介護保険料 10期
問市役所介護保険課	☎（260）5169。
③後期高齢者医療保険料	 9期
問市役所保険年金課	☎（260）5122。

納税・相談の休日窓口
日土曜日8：30～17：00、日曜日8：30
～12：30 問市役所収納課☎（260）52
41～3。※②③は納付書持参の人の
納付のみ受け付け。※3/6（木）・13
（木）は19：30まで電話で納税相談を
受け付け。

3月の納税（納付）
納期限は3/31（月）

今 月 の 納 税
便利な口座振替をご利用ください

各学習センター、各図書館などでは、子どもから大人まで楽しめるさまざまなイ
ベントを開催しています。詳しくは、指定管理者などのホームページをごらんく
ださい。※情報誌は市内の駅や公共施設で配布しています。※市の所管は図書・
学び交流課。

・各学習センター　・各図書館
・芸術文化ホール　・屋内こども広場
☎（263）0214
指定管理者「やまとみらい」

・下和田の郷

☎（267）7790
下和田の郷

シリウスなどのイベント

「やまとニュース」（カラー・タブロイド判）をポスティングにより配布しています。




